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そこが知りたい！ 

国際税務ニュースレター 

今回のテーマ： 外国子会社合算税制の適用除外基準の解釈を巡るサンリオの税務訴訟 

外国子会社合算税制上、外国関係会社が事業基準を満たさない場合には、会社単位の合算課税が行わ

れます。 

外国関係会社の主たる事業が著作権の提供ならば、事業基準を満たせませんが、その理由は、このよ

うな事業を、国外で行う経済合理性が乏しいと制度創設時に考えられたからです。事業基準の解釈を巡

っては、コンテンツビジネスを展開する海外子会社が、コンテンツ周辺のマーケティングやサポート活

動を行っている場合においても、国税当局が、著作権の提供が主たる事業と判定し、親会社が更正処分

を受けるケースが生じています。 

 

サンリオ香港子会社合算課税、税務訴訟へ 1 

東京国税局は、キャラクター商品の企画・販売、著作権の許諾事業等を行う株式会社サンリオに対し、

同社の香港子会社が、外国子会社合算税制の適用除外基準を満たさないとして、2017年 12月に更正処

分を行いました。同社は、更正処分を不服として、審査請求等を経て、2019年 6月に東京地方裁判所に

取消請求訴訟を提起しました。同社は「当社の香港子会社は、現地の消費者の嗜好を反映する自社キャ

ラクターのローカライズ（現地化）業務やキャラクタービジネスを展開するなど、現地で積極的な活動

をしており、個々の現地ライセンシーのニーズを反映させるためのカスタマイズ、企画提案およびサポ

ートを行う事業実態を備えております。」として適用除外基準を充足している旨主張しました。 

 

各種団体からの税制改正要望 

 コンテンツ事業に係る事業基準の充足について、経済活動の実態にそぐわない解釈が生ずるおそれの

ある現在の規定について、各種団体から、次のような改正要望が提起されています。 

 

「経団連 平成 31年度税制改正要望 2」 

コンテンツ事業を営む外国関係会社がその所在地国で著作権者から著作権を譲り受け、放送会社等に

対しその使用許諾を行う場合、その子会社が固定施設及び従業員を有し、能動的な著作権者や著作隣接

権者等の市場開拓及びマーケティング、サポート活動を行っていたとしても、無形資産に属する権利の

一つである著作権を用いた事業という法令の機械的な解釈により、著作権の提供が主たる事業と判定さ

れ、事業基準に抵触し、一律合算となる恐れがある。外国子会社合算税制の趣旨に合致しない過剰合算

の問題を誘発しないよう、経済実体を伴って行われる事業で一定の要件を満たすコンテンツに関する著

作権事業については、事業基準に抵触しないことを明確化すべきである。 

 

 

 

 

 

1 株式会社サンリオ IRニュース「タックスヘイブン対策税制に基づく更正処分に対する取消訴訟の提起について」： 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/8136/tdnet/1720298/00.pdf 

2  一般社団法人日本経済団体連合会「平成 31年度税制改正に関する提言」： 

http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/073_honbun.html#s3 
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「日本機械輸出組合 令和 2年税制改正要望 3」 

コンテンツ事業者が行う著作権事業に係る事業基準の見直しをお願いしたい。合算対象については、

実態が乏しく、純粋に IP（著作権等）の保有・提供のみを行う場合に限定していただきたい。IPに関し

ては進出先国における実需に応えるサービス事業として、固定的施設や従業員を有し、自己開発したり

対価を支払ったりして取得した IP提供事業を能動的に行っている場合もある。IPの保有・提供を行っ

ている事実のみをもって事業基準を満たさないとの判断は避けていただきたい。経済実体を持って行わ

れる事業で一定の要件を満たすコンテンツに関する著作権事業については事業基準に抵触しないこと

を明確化すべきである。 

 

「日本公認会計士協会 令和 2年税制改正要望 4」 

経済活動基準の内容については、改正前の管理支配基準を抜本的に見直して引き継いだものではない

ため、現在の多様なグループ経営の実態にそぐわない内容が、改正後においてもなお含まれているよう

に考えられる。したがって、経済活動基準が日本企業の国際進出の障害とならないよう、多様なグルー

プ経営の実態と整合をとる措置を今後も検討すべきである。 

 

お見逃しなく！ 

株式会社サンリオに対する更正処分は、平成 29年度改正前の外国子会社合算税制における適用除外

基準の充足性が争点ですが、改正前の適用除外基準は、改正後の経済活動基準に、大枠として引き継が

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 日本機械輸出組合「令和２年度税制改正要望」： 

https://www.jmcti.org/jmchomepage/naigai_seisaku/zeimu/pdf/190731_nikkiyu.pdf 

4 日本公認会計士協会「令和２年度税制改正意見・要望書」： 

https://jicpa.or.jp/specialized_field/files/4-2-0b-2-20190613_1.pdf 


